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令和７年度定期監査結果報告 
 

第１ 監査の概要 

１ 監査の基準 

この監査は、成田市監査基準に準拠して実施した。 

 

２ 監査の種類 

地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づく定期監査 

（財務監査） 

 

３ 監査の対象部局 

    企画政策部、総務部、財政部、空港部、シティプロモーション部、 

    市民生活部、環境部、福祉部、こども未来部、健康推進部、経済部、 

土木部、都市部、会計室、水道部、議会事務局、監査委員事務局、 

農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、教育部、消防本部 

（市立小・中・義務教育学校は別途実施） 

 

４ 監査の着眼点 

     財務等に関する事務の執行が、事務事業の目的に沿って適正かつ効率

的に行われているか、市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的

に行われているかを主眼として監査を実施した。 

 

５ 監査の実施内容 

令和７年９月末現在（議会事務局にあっては１０月末現在、土木部及

び都市部にあっては１２月末現在）の財務等に関する事務の執行につい

て、提出された監査資料及び提示された関係書類等を審査し、担当職員

から口頭及び書面により説明を受けた。 

 

６ 監査の実施場所及び日程 

（１）実施場所 成田市監査委員事務局 

(２) 日  程 令和７年１０月２３日から令和８年１月２３日まで 

 

第２ 監査の結果 

監査の結果、各部局の財務等に関する事務の執行及び経営に係る事業

の管理については、おおむね適正に執行されていると認められたが、一

部において、検討または改善を要する事項が見受けられたため、全庁に

共通する意見等については「総括意見」として掲げ、各課等に対する意

見等は個別に意見要望事項として記している。今後も適正な事務の執行

に努めるとともに積極的な取り組みを検討されたい。 

なお、軽微な事項については、口頭で改善・検討の要望を行ったため、記載は

省略した。 

 



令和７年度定期監査総括意見 

 

１． 入札不調への効果的な予防策の検討について 

近年、人件費や物価の上昇、人手不足等の影響から入札不調となるケース

が見受けられる。入札不調による再入札等の手続きは、事業費の拡大や事業

の遅延により市民生活へ影響を及ぼすおそれがあることから、適正な設計価

格の設定や入札時期等の見直しなど、入札不調を防ぐための対策を検討され

たい。 

 

２． 契約方法の見直しについて 

保守点検業務委託において、設置業者と随意契約していたが、契約内容を

再度精査し競争入札に変更したところ、業務の品質を確保しながら他社との

契約が可能となり、委託料の減額に繋がったケースが見受けられた。 

随意契約は限られた場合に認められる契約方法であり、安定した業務の提

供ができる一方で、価格の適正性や公平性が保たれないリスクがあることか

ら、前例にとらわれず契約内容の精査を行い、競争入札が可能な案件につい

ては契約方法を見直すなどし、コストの削減に繋がるよう努められたい。 

 

３． 予算編成について 

予算の流用・異動については、これまでの決算審査や定期監査において、

適正な予算編成について意見をしてきたところであるが、今回の定期監査に

おいても予算の計上漏れや事業費の変更等を理由とする流用・異動が多く見

受けられた。 

予算要求時には予測できないものもあることは理解できるが、流用・異動

による事業費の支出が多いことで予算編成の意義が失われてしまう恐れがあ

ることから、予算要求の際には事業の精査を十分に行い、適正な予算編成に

努められたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和７年度定期監査における意見・要望事項 

 

企画政策部 人事課  

〇職員確保に向けた取り組みについて 

近年、人手不足が深刻化し、地方自治体でも職員確保が課題となっており、

本市においても同様の状況であると思料する。今回の監査においても、年度

途中での退職や病気等での長期休暇により職員が不足している状況が見受け

られた。 

採用試験の見直しを行い、独自の採用試験を実施するなど、職員確保に向

け尽力していることと思料するが、今後さらに深刻な問題となっていくこと

が考えられることから、引き続き、職員不足への対応策と職員の確保に向け

た取り組みについて検討されたい。 

 

教育部 生涯学習課 

〇学校支援地域本部事業について 

学校支援地域本部事業では、学校・家庭・地域が一体となって、地域ぐる

み で 学

校の教育活動を支援する仕組みをつくるため、地域と学校のつなぎ役となる地域 

コーディネーターを、小中学校及び義務教育学校２９校中２１校に配置して

いるとのことであった。 

地域住民等の参画により学校の教育活動を支援する仕組みをつくるという

事業目的からも、学校と地域をつなぐ窓口となる地域コーディネーターは必

要であると考えることから、学校間で格差が生ずることのないよう配置につ

いて検討されたい。 

 

水道部 業務課 

〇簡易水道事業における水道料金の適正化について 

  簡易水道事業における水道料金について、下総地区と大栄地区では基本料

金及び従量料金の設定が異なり、合併前の料金体系を踏襲したものとなって

いる。事業区域の実情を鑑みると、採算性を求めることが難しいことは理解

できるが、昨年４月に水道事業については水道料金の改定をしていることや、

一般会計から多額の財政支援を受けていることからも、受益者負担の原則を

踏まえ、料金水準の均衡や適正化について検討されたい。 

 


